
半田市告示第１２６号 

半田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年半田市条例第２号）第６条の規定に基

づき、令和４年度における半田市の人事行政の運営等の状況について次のとおり公表する。 

 令和５年１２月１２日 

半田市⾧ 久 世 孝 宏 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 
（１）職員の採用、退職の状況                      （２）職員数の状況 

    （令和4 年4 月2 日～令和5 年4 月1 日）           （令和5 年4 月1 日現在） 

採用者数 156 人 退職者等数 135 人  職員数 1,486 人 

 

２ 職員の人事評価の状況 

目的 
組織の目標を踏まえて各職員に設定された目標の達成度及び職務上発揮した能力を適正に

評価することにより、職員の人材育成及び人事管理に資する。 

制度の概要 

被評価者が設定した課題目標等の達成度等を評価する「業績評価」と、評価項目ごとに定め

る着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された能力及び執務態度を評価する「能力

評価」の項目により評価を行う。評価結果については被評価者にフィードバックし、次年度の目

標設定と能力開発に活用している。 

評価期間 4 月1 日から翌年3 月31 日まで（評価基準日:1 月31 日） 

対象職員 全職員（育児休業等により人事評価期間が３か月に満たない職員は除く。） 

 

３ 職員の給与の状況 
（１）総括 

① 人件費の状況（令和４年度普通会計決算） 

住民基本台帳人口 

(令和５年1 月1 日) 

歳 出 額 

Ａ 
実質収支 

人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

117,747 人 47,202,119 千円 2,014,631 千円 6,309,336 千円 13.4％ 

 ※人件費には退職手当を含む。 

 

② 職員給与費の状況（令和４年度普通会計決算） 

職員数 

Ａ 

給  与  費 一人当たり 

給与費 B/A 給 料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 

697 人 2,243,322 千円 441,219 千円 822,196 千円 3,506,737 千円 5,031 千円 
※１ 職員手当には退職手当を含まない。 
※２ 職員数は、令和４年 4 月 1 日現在の人数である。また、再任用職員（短時間勤務）及び会計年度任

用職員を含まない。 
※３ 給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与

費は含まれていない。 
 

 

 

 

 

 

 



（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況 

①職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和５年4 月1 日） 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 主な職 

一般行政職 39.8 歳 294,900 円 369,800 円 事務職 

技能労務職 55.4 歳 271,100 円 298,600 円 用務員、清掃職員 

教育職 41.7 歳 292,600 円 346,200 円 幼稚園教諭 

※１ 「平均給料月額」とは、令和５年4 月1 日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。 
※２ [平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、超過勤務手 

当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかに 
されているものである。 

 

②職員の初任給等の状況（令和５年4 月1 日現在） 

区    分 初任給 3 年目 

一般行政職 
大 学 卒 191,700 円 205,400 円 

高 校 卒 158,900 円 169,800 円 

 

③職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和５年4 月1 日現在） 

区分 経験年数10 年 経験年数15 年 経験年数20 年 

一般行政職 
大 学 卒 261,373 円 292,189 円 343,300 円 

高 校 卒 － － － 

 

（３）一般行政職の級別職員数等の状況（令和５年4 月1 日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

９級 部⾧ 8 人 1.9% 

８級 部⾧  3 人 0.7% 

７級 課⾧ 25 人 5.8% 

６級 課⾧・主幹 15 人 3.5% 

５級 副主幹 41 人 9.5% 

４級 主査 58 人 13.5% 

３級 主事・技師 153 人 35.7% 

２級 書記・技手 78 人 18.2% 

１級 事務員・技術員 48 人 11.2% 

※１ 半田市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 
※２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 

 

（４）職員の手当の状況 ※公営企業会計（地方公営企業法の全部適用）職員は除く 

①期末手当・勤勉手当（令和４年度） ※（  ）は普通会計決算 

支給実績 1,915,576 千円(885,930千円) 

１人当たり平均支給額 1,346 千円（1,286 千円） 

支給割合 
期末手当     2.40 月分（1.35 月分） 

勤勉手当     2.00 月分（0.95 月分） 

※(  )内は、再任用職員に係る支給割合 

加算措置の状況 
○職制上の段階、職務の級等による加算措置 

役職加算  5～20％ 



②退職手当（令和５年4 月1 日現在） 

支給率 

区分 自己都合 定年 

勤続20 年 19.669500 月分 24.586875 月分 

勤続25 年 28.039500 月分 33.270750 月分 

勤続30 年 34.735500 月分 40.803750 月分 

最高限度額 47.709000 月分 47.709000 月分 

平均支給額 2,120 千円 16,668 千円 

加算措置の状況 定年前早期退職特例措置   3～45％加算 

※ 「平均支給額」は、令和４年度に退職した職員に支給された平均額である。 

※ 定年に勧奨退職者含む。 

 

③地域手当（令和４年度） ※（  ）は普通会計決算 

支 給 実 績（令和４年度決算） 365,750 千円（144,032 千円） 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 255,056 円（206,349 円） 

支 給 率 給料の 6％ 

 ※半田病院医師の支給率は給料の 16％ 

  

④特殊勤務手当（令和５年4 月1 日現在） ※（  ）は普通会計決算 

 支給実績（令和４年度決算） 641,443 千円（416 千円） 

 支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 997,578 円（25,969 円） 

 職員全体に占める手当支給職員の割合（令和４年度） 43.3％（2.3％） 

 手当の種類 3 種類 

名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価 

特殊 

全職種 時間外で緊急呼び出しによる業務 1,500 円/回 

一般行政職 
行旅病人処置業務 1,000 円/件 

行旅死亡人処置業務 3,000 円/件 

病院職場 

病院で医師の宿直業務 19,000 円/回 

病院で医師の日直業務 18,600 円/回 

病院院⾧直轄組織並びに医務局及び看護局に属
する医師、歯科医師、助産師、看護師又は准看護
師の診療業務並びに看護職員処遇改善評価料の
対象職種の診療業務 

診療収入の 4.6/100 以下の

範囲内の額 

病院で助産師、看護師又は准看護師による深夜
（午後10時から翌日午前5 時まで）勤務 
正規の勤務時間が深夜の全部を含む勤務 

7,300 円/回 

病院で助産師、看護師又は准看護師による深夜
（午後10時から翌日午前5 時まで）勤務 
正規の勤務時間が深夜の一部を含む勤務 

3,550 円/回 

病院で薬剤師、放射線技師又は臨床検査技師に
よる正規の勤務時間が深夜(午後10時から翌日午
前5 時まで)の全部を含む勤務 

5,150 円/回 

時間外で緊急呼び出しによる医師の患者処置業務
（2 時間未満） 

9,000 円/回 

時間外で緊急呼び出しによる医師の患者処置業務
（2 時間以上） 

18,000 円/回 



時間外で救急患者のための医師以外の待機業務 1,500 円/回 

病院で医師による分娩業務 10,000 円/件 

危険 

一般行政職 伝染病救治及び患家消毒業務 日額300 円 

病院職場 

新型コロナウイルス感染症患者を収容する場所等に
おいて、感染症患者に接する業務 

日額3,000 円 

感染症患者を収容する場所等において、感染症患
者の身体に直接接触する業務や感染症患者に⾧
時間にわたり接する業務 

日額4,000 円 

不快 技能労務職 
じん芥収集運搬業務 日額960 円 

犬猫等の死骸処理業務 500 円/匹 

※病院職場は、医師・歯科医師職、薬剤師・医療技術職、助産師・看護師職等が含まれる。 

 

⑤超過勤務手当 ※（  ）は普通会計決算 

 支給実績（令和４年度決算） 327,866 千円（136,623 千円） 

 職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 264,621 円（232,748円） 

 

⑥その他の手当（令和５年4 月1 日現在） ※（  ）は普通会計決算 

手 当 名 内容及び支給単価 
支給実績 

(令和４年度決算） 
平均支給年額 

(令和４年度決算） 

扶養手当 

配偶者 6,500 円／月 
子 10,000 円／月（16 歳から 22 歳までの
子については 5,000 円を加算） 
上記以外 6,500 円／月 

103,356 千円 
（47,670 千円） 

233,310 円 
（230,289 円） 

住居手当 
借家・借間居住者で 16,000 円を超える家賃
の額に応じて支給 
（最高28,000 円／月) 

78,776 千円 
（29,591 千円） 

254,938 円 
（255,091 円） 

通勤手当 

・交通機関利用者は運賃相当額 
（最高50,000 円／月) 

・自動車等利用者は距離に応じて支給 
（最高40,000 円／月） 

103,171 千円 
（46,047 千円） 

81,110 円 
（74,389 円） 

管理職手当 
146,400 円～43,600 円／月 
・部⾧ 84,600 円以内／月 
・課⾧ 62,300 円以内／月 

91,978 千円 
（50,437 千円） 

718,581 円 
（690,923 円） 

休日勤務手当 
祝日の勤務 
1 時間当たり給与額の 135/100 

60,687 千円 
（2,045 千円） 

98,040 円 
（16,629 円） 

夜勤手当 
午後10 時から午前5 時までの勤務 
1 時間当たり給与額の 25/100 

57,484 千円 
（0 千円） 

131,542 円 
（0 円） 

宿日直手当 
一般の宿日直  5,600 円／回 
医師の当直  21,000 円／回 

47,158 千円 
（0 千円） 

529,861 円 
（0 円） 



単身赴任手当 

100km 以上300km 未満   38,000 円 
300km 以上500km 未満   46,000 円 
500km 以上700km 未満   54,000 円 
700km 以上900km 未満    62,000 円 
900km 以上1100km 未満   70,000 円 
1100km 以上1300km 未満 76,000 円 
1300km 以上1500km 未満 82,000 円 
1500km 以上2000km 未満 88,000 円 
2000km 以上2500km 未満 94,000 円 
2500km 以上          100,000 円 

0 千円 
（0 千円） 

0 円 
（0 円） 

※ 平均支給年額＝支給総額／支給対象職員数（令和４年度に支給を受けた者の総数） 

 

（５）特別職の報酬等の状況（令和５年4 月1 日現在） 

区   分 給料月額等 

給
料 

市   ⾧ 
副 市 ⾧ 
教 育 ⾧ 

1,061,000 円 
873,000 円 
774,000 円 

 

報
酬 

議   ⾧ 
副 議 ⾧ 
議   員 

547,000 円 
496,000 円 
460,000 円 

 

期
末
手
当 

市   ⾧ 
副 市 ⾧ 

（令和５年度支給割合）  3.3 月分  加算措置45％ 

議   ⾧ 
副 議 ⾧ 
議   員 

（令和５年度支給割合）  3.3 月分  加算措置45％ 

退
職
手
当 

 
市   ⾧ 
副 市 ⾧ 

  （算定方式）                  （１期の手当額）   （支給時期） 
1,061,000 円×在職月数×43／100      21,899,040 円     任期毎  

873,000 円×在職月数×26／100      10,895,040円     任期毎  

備   考 
退職手当の「１期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、１
期（4 年＝48 月）勤めた場合における退職手当の見込額である。 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 
（１）勤務時間の状況（変則勤務職場等を除く一般的な職場）（令和５年4 月1 日現在）     

正規の勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間 

7 時間45 分 8:30 17:15 12:00～13:00 

 

（２）主な休暇の種類（令和５年4 月1 日現在） 

区分 付与日数 区分 付与日数 

年次休暇 1 年につき 20 日 妻の出産補助 必要と認められる期間（3 日以内） 

病気休暇 必要と認められる期間 育児参加 必要と認められる期間（5 日以内） 

選挙権等行使 必要と認められる期間 子の看護 1 年につき 5 日以内（2 名以上10 日） 

証人等出頭 必要と認められる期間 介護 1 年につき 5 日以内（2 名以上10 日） 

骨髄移植 必要と認められる期間 忌引 親族区分に応じ1 日～10 日 

ボランティア 1 年につき 5 日以内 夏季休暇 1 年につき 5 日 

結婚 8 日以内 リフレッシュ 勤続10年は2日、勤続20・30年は 3日 

出生サポート 1年につき5日以内（体外受精等10日） 住居滅失等 7 日以内 

出産 産前8 週間及び産後8 週間 交通遮断 必要と認められる期間 



育児時間 1 日につき 2 回各30 分以内  

 

５ 職員の休業の状況 
育児休業等取得者数（令和４年度中に取得した職員数） 

区分 男性 女性 

育児休業 17 人 129 人 

育児短時間 0 人 0 人 

部分休業 0 人 92 人 

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 
（１）職員の分限処分の状況（令和４年度） 

・心身の故障により⾧期の休養を要するものとして休職（病気休職）した職員 25 人 
・職に必要な適格性を欠くとして降任した職員 1 人 

（２）職員の懲戒処分の状況（令和４年度） 
・法令及び職務上の義務に違反したとして停職処分を受けた職員 １人 
・職務上の義務に違反したとして戒告処分を受けた職員 ０人 
 

７ 職員の服務の状況 
（１）服務制度に関する研修等の実施状況 

  地方公務員法に定められた市職員としての義務を周知徹底するため、新規採用職員研修や階層別研修の際に

服務制度に係る研修を実施するとともに、随時、幹部会議や通知文書により、服務規律の徹底を図っている。 

（２）営利企業等への従事許可の状況（令和４年度中に申請のあったもの） 

区        分 許可件数 

① 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事
委員会規則で定める地位を兼ねるもの 

0 件 

② 自ら営利を目的とする私企業を営むもの 0 件 

③ ①及び②を除き、報酬を得て事業又は事務に従事するもの 20 件 

計 20 件 

 

８ 職員の退職管理の状況 
 半田市職員の退職管理に関する条例及び規則（平成 28 年 4 月 1 日施行）に基づき、退職の日から２年間は、

離職前５年間の職務に属するものに関し、職務上の行為をするように又はしないように要求又は依頼することを禁止し

ている。また、主幹級以上の職位で退職した者は、離職後２年間は再就職情報についての届出を義務付けている。 

 

９ 職員の研修の状況 
研修の状況（令和４年度）半田市職員研修規程(昭和49 年半田市訓令第6 号)に基づき、実施した研修 

研修区分 コース 日数 受講者数 研修名等 

一般研修 18 コース 44 日 238 人 

・新規採用職員研修(5 コース) 
・一般職級研修(6 コース)  
・監督者研修(4 コース) 
・管理者研修(3 コース) 



特別研修 63 コース 202 日 423 人 

・人事評価研修（2 コース） 
・ＯＪＴ指導者フォロー研修（2 コース） 
・接遇研修 
・電話応対診断フォローアップ研修 
・肯定型コミュニケーション研修 
・ハラスメント防止研修 
・チームビルディング研修 
・保育士・幼稚園教諭研修 
・派遣研修（53 コース） 

その他 ５コース ４日 390 人 

・非常勤職員等研修 
・自治体法務検定 
・通信教育研修 
・e ラーニング研修 
・交通安全研修 

   備考 １ 一般研修:職務の階層や勤務年数に応じ必要とされる能力や知識の育成のために、各階層別に実施するもの 
       ２ 特別研修:専門的知識や技能を習得し実務能力を養成するために実施するもの及びより高度な専門的知識や行政運営能力

を養成するために市町村職員中央研修所や県の研修所等の研修専門機関等へ派遣するもの 
       ３ その他: 上記の研修以外で、職員として必要な知識を得るもの 
 
10 職員の福祉及び利益の保護の状況 
（１）負担金の状況（決算額は令和４年度） 

加入組合 内 容 事業主負担（令和５年4 月1 日現在） 決算額(千円) 

愛知県都市職員共
済組合 

短期給付 
（健康保険など） 

標準報酬月額及び賞与の 44.24/1000 
40 歳以上は介護保険料 
標準報酬月額及び賞与の 8.8/1000 
特定健診負担金150 円/人 
事務費負担金11,160 円/人 

1,785,464 

⾧期給付 
（共済年金など） 

標準報酬月額及び賞与の 139.999/1000 
経過措置に伴う追加費用率は標準報酬月額×12 の
12.1/1000 

地方公務員災害補
償基金愛知県支部 災害補償 職種により給与総額の 1.07/1000～4.18/1000 9,649 

 

（２）安全衛生管理体制 

①安全衛生管理体制の概要 

職員が安全かつ健康に公務に専念できるよう、半田市職員安全衛生管理規程（平成 2 年半田市訓令第 2

号）の定めるところにより、総括安全衛生管理者（副市⾧）を⾧とする安全衛生管理体制を整備し、職員の安

全の確保、健康の保持増進などの諸施策を推進している。 

安全衛生管理体制として、中央安全衛生委員会と 22 の事業所安全衛生委員会（一般、環境、病院、教育、

各小中学校18校）を設置している。（令和５年4 月1 日現在） 

 

②職員の健康診断の実施状況（令和４年度） 

検診名 対象者数 受診者数 

定期健康診断 749 人 749 人 

人間ドック 761 人（希望者） 761 人 

生活習慣病予防健診 456 人（希望者） 456 人 

特定業務健康診断 727 人 727 人 

合計 2,693 人 2,693 人 

     ※会計年度任用職員等を含む 

 



（３）公務災害（もしくは通勤災害）の発生状況（令和４年度中に認定請求のあった件数） 

区分 認定請求件数 うち認定件数 

公務上の災害 10 件 10 件 

通勤による災害 1 件 1 件 

 

（４）半田市職員互助会について 

半田市職員互助会条例（昭和 41 年半田市条例第 16 号）に基づき、地方公務員法第 42 条に規定する職

員の福利厚生事業を実施している。 

【会員数】2,076人（令和５年4 月1 日） 

事  業 事 業 内 容 
令和４年度決算額 令和５年度予算額 

市交付金 公費負担率 市交付金 公費負担率 

福祉事業 

クラブ補助、野球等ス
ポーツ観戦、チケット
補助、保養所補助、
地元産品補助等 

9,644 千円 42.1％ 9,346 千円 42.6％ 

 

11 公平委員会の業務の状況（令和４年度） 
業務の種類 件数 

勤務条件に関する措置要求件数 0 件 

不利益処分に関する不服申立ての状況 0 件 
備考 公平委員会は、地方公務員法第7条第2項の規定により設置され、また、処理すべき事務は、同法第8条第2項に規定され

ている。その主な内容は次のとおり。 

○ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること 

○ 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること 

○ 上記には至らないような職員の人事管理上の苦情処理（苦情や相談への対応） 


